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佐
賀
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
五
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

山　
　

口　
　

久　

美　

子
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佐
賀
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
等
規
則（
平
成
十
五
年
佐
賀
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
号
）

に
規
定
す
る
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支

給
の
裁
定

第
７
条
第
１
項

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪

被
害
者
等
を
救
済
す

る
た
め
の
給
付
金
の

支
給
に
関
す
る
法
律

（
平
成
２０
年
法
律
第

８０
号
）
に
規
定
す
る

事
務

裁
定
の
申
請
の
却
下

第
８
条
第
３
項

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
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